
(その 1)

(ふ  り が な )

1政 治 団 体 の 名 称

2主 た る事 務 所 の所 在 地

(アパート・マンション名)

3代 表 者 の 氏 名

4会 計 責 任 者 の 氏 名
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中村久幸後援会

itエ ラーチェック済〕〕
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活 動 区 域 の 区 分

□ 2以上の都道府県の区域等 日 同一の都道府県の区域内

国会議員関係政治団体の区分

□ 政治資金規正法第 19条 の 7第 1項

第 1号 に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第 19条 の 7第 1項

第 2号に係る国会議員関係政治団体

公 職 の 候 補 者 魅)  (名 )
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(現職・候補者の別)
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(※複数の期間がある場合 2つ め以降の期間)

国会議員関係政治団体に関する
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か ら

まで

(※複数の期間がある場合 2つ め以降のメ胡問)
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の 他 の 政 治 団 体 の 支 部

資金管理団体の指定の有無
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(そ の 2)

1 収支の総括表

2 収入項目別金額の内訳

収 支 の 状 況
[〔エラーチェック済〕]

収 入 総 額 0

(前 年 か ら の 繰 越 額 ) 0

(本 年 の 収 入 額 ) 0

支 出 総 額 0

翌 年 へ の 繰 越 額

(1)個人の負担する党費又は会費

0金  額

員  数 (党費又は会費を納入した人の数 )

(2)寄 附

考備金 額ア 寄附 (イ を除く。)の 区分

0併)個 人 か ら の 寄 附

0(う ち 特 定 寄 附 )

0付)法人その他の団体か らの寄附

0け)政 治 団 体 か ら の 寄 附

0小 計  げ)十  年)十  り)

0(寄附のうち寄附のあっせんによるもの)

0イ 政 党 匿 名 寄 附

0合 計  (ア +イ )

〉



[[エ ラーチェック済〕〕

(そ のlη

1 資産等の総括表

資 産 等 の 状 況

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 有 征 備 考

ア 上 地

イ 笙 拠 日

ウ 笙勉Q駈色上旦豊上立全赳上拒丞 lま上赳Q宣仕撞

エ ユ 径 Q伍 抵 ざ 100五 旦 生 通 盈 全 艶 産

オ翌奄卦≧ピ (鍵妻ぎ逹∵参医亀士 !

力 金 銭 仁 監

キ 生 伍 証 迩

ク 避 査 L生 全 推 Ш □

ケ 食旦盈ビ上金残重ご 100近 旦生通な全宜旦全 □

コ 立 上 迎 豊 と 金 抵 づ 100二 且 生 通 盈 登 致 全 日

サ
ユ得の価額が100万 円生超える施設の利用に関立る権

ユ
□

シ 世災血ビ上金残直ど地00五 旦生通盈全世災全

3



(そ の2①

〔〔エラーチェック済〕〕

と 五
言

圭
日旦

添付書類 (別添のとおり)

1 領収書等の写し

□  2 監査意見書 (政党本部及び政治資金団体に限る。)

3 政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

令和3年  2月  19日

政 治 団体 の 名 称

会計責任者の氏名

代 表 者 の 氏 名  (代表者については解散時のみ記入すること)

(印 )

十


